
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

救

急

病

院

の

認

定

医

療

推

進

課

【

】

公

告

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和６年６月１８日 第１２６０９号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救

急
病
院
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。 

令
和
六
年
六
月
十
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

備
前
市
国
民
健
康
保
険
市
立
日
生
病
院 

２ 

所
在
地 

備
前
市
日
生
町
寒
河
二
五
七
〇
―
四
一 

二 

認
定
年
月
日 

令
和
六
年
六
月
十
六
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

令
和
九
年
六
月
十
五
日 

 

一 

病
院
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

備
前
市
国
民
健
康
保
険
市
立
吉
永
病
院 

２ 

所
在
地 

備
前
市
吉
永
町
吉
永
中
五
六
三
―
四 

二 

認
定
年
月
日 

令
和
六
年
六
月
十
六
日 

三 

認
定
の
有
効
期
限 

令
和
九
年
六
月
十
五
日 

 

令和６年６月１８日　岡山県公報　第１２６０９号



〔
三
一
二
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 
 

名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
久
世
店 

 
 
 
 
 

所
在
地 

真
庭
市
久
世
字
花
蔵
二
九
三
五
番
地
一 

 

２ 

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

⑴ 

氏
名 

藤
田 

清
博 

 
 

 
 

住
所 

真
庭
市
鍋
屋
一
〇
六
番
地
七 

 
 

⑵ 

氏
名 

藤
田 

圭
吾 

 
 

 
 

住
所 

真
庭
市
鍋
屋
一
〇
六
番
地
七 

 

３ 

変
更
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

多
田 

高
志 

 
 

（
変
更
後
）
名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

五
味 

 

肇 

 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 

 

令和６年６月１８日　岡山県公報　第１２６０９号



〔
三
一
三
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
玉
野
荘
内
店
・
キ
ャ
ン
ド
ゥ
コ
ー
プ
荘
内
店 

    
 

所
在
地 

玉
野
市
長
尾
七
四
六
番
地
の
一 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

三
井
造
船
生
活
協
同
組
合 

 
 

 

住
所 

玉
野
市
玉
二
丁
目
五
番
五
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

理
事
長 

岩
松 

安
則 

 

３ 

変
更
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

多
田 

高
志 

 
 

（
変
更
後
）
名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

五
味 

 

肇 
 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 
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〔
三
一
四
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 
 
 
 

名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
津
山
小
原
店 

 
 
 
 
 

所
在
地 

津
山
市
小
原
一
五
八
番
三
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇
番
地 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

五
味 

 
肇 

 

３ 

変
更
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

多
田 

高
志 

 
 

（
変
更
後
）
名
称 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

五
味 

 

肇 

 

４ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
六
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
月
十
八
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課 
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〔
三
一
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称 

 
 

山
手
土
地
改
良
区 

二 

退
任
及
び
就
任
役
員 

 
 

退
任
役
員 

 
 

就
任
役
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
監 

 
 

氏 
 

名 
 

 
氏 

 

名 
 

 
 

住 
 

 

所 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
の
別 

山
本 

祐
一 

 

山
本 
祐
一 

 

久
米
郡
久
米
南
町
山
手
一
四
四
二 

 
 

 
 

 
 

 

理 

事 
 

青
山 

芳
則 

 

青
山 

芳
則 

 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

一
一
一
三 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

河
原 

久
志 

 

河
原 

久
志 

 
〃 

 

〃 
 

 

峠
六
七
七 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

定
清 

豊
幸 

 

定
清 

豊
幸 

 
〃 

 

〃 
 

 

京
尾
一
二
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

岡
田 

幸
浩 

 

岡
田 

幸
浩 

 

〃 
 

〃 
 

 

山
手
一
四
五
三 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

満
尾 

和
久 

 

満
尾 

和
久 

 

〃 
 

〃 
 

 

南
庄
三
六
七
〇
―
一 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

冨
岡 

慎
司 

 

冨
岡 

慎
司 

 

〃 
 

〃 
 

 

京
尾
一
五
九
―
一 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
原 

昭
典 

 

〃 
 

〃 
 

 
山
手
三
〇
―
一 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

田
渕 

祐
子 

 

〃 
 

〃 
 

 
〃 
七
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野
呂 

政
稔 

 

〃 
 

〃 
 

 

京
尾
一
六
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

青
山 

速
己 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

 

山
手
八
五
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

中
尾 

雄
樹 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

 

〃 

五
八
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

月
本 

幸
常 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

 

上
神
目
四
五
五
―
一 

 
 

 
 

 

〃 
 

 
 

山
本 

道
治 

 

山
本 

道
治 

 

〃 
 

〃 
 

 

山
手
二
三
五
三 

 
 

 
 

 
 

 

監 

事 
 

 
 

 
 

 
 

 

光
延 

稲
造 

 

〃 
 

〃 
 

 

京
尾
四
七
四 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

山
本 

武
信 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

〃 
 

 

上
神
目
一
二
六
―
二
二 

 
 

 
 

〃 
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〔
三
一
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
南
溝
手
字
天
神
一
九
〇
番
一
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
横
井
上
六
七
八
番
地
一
シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
ジ
ョ
リ
ー
・
オ
ー
二
番
館
二
〇
一
号
室 

小
川 

裕
也 

小
川 

智
麻 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
二
三
号 

令和６年６月１８日　岡山県公報　第１２６０９号



〔
三
一
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
六
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

総
社
市
南
溝
手
字
天
神
一
九
〇
番
一
三 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
総
社
一
七
〇
六
番
地
一
Ｂ
四
〇
二 

佐
々
木
弘
也 

佐
々
木
未
有 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
三
月
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
〇
四
号 
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